
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
十
七
号 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
七
号
㈠
か
ら

ま
で
並
び
に
第
三
十
号
㈠
」
を
「
第
二
十
七
号
㈡
か
ら

ま
で
、
第
二
十
八
号
㈠
、
第
二
十
九
号
㈠
及
び
㈡
並
び
に
第
三
十
号
㈠
か
ら
㈣
ま
で
」
に
、
「
第
二
十
七
号

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
」
を
「
第
二
十
七
号

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま

で
及
び

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
号
㈠
中
「
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の

十
三
第
二
項
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
」
を
「 

第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
、
第
十
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
㈡
中
「
第
十

七
条
の
七
」
を
「
第
十
七
条
の
八
」
に
改
め
、
同
号
㈣
中
「
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の

十
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
㈤
中
「
第
十
七
条
の
十
」
を
「
第
十
七
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十

号
㈠
中
「
並
び
に
第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
及
び
第
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
」
に
改
め
、
「
受
理
」
の
下
に
「
（
東
広
島
市
又
は
大
崎
上
島
町
に
工
場
又
は
事
業
場
を
設
置
す
る
者
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
㈦
中
「
第
十
四
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
の
二
第
四
項
」

に
改
め
、
「
措
置
命
令
」
の
下
に
「
（
東
広
島
市
又
は
大
崎
上
島
町
に
工
場
又
は
事
業
場
を
設
置
す
る
者
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
十
七
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
確
認 

 

第
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
熱
回
収
施
設
設
置
者
の
認
定 

 

第
十
五
条
の
三
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
熱
回
収
施
設
設
置
者
の
認
定
の
取
消
し 

 

第
八
条
第
二
十
七
号

中
「
第
十
五
条
の
二
の
六
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
七
」
に
改
め
、
同
号

を
同

号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
」
に
改
め
、
同

号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
」
に

改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第

三
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
の

二
の
六
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
」
を
「
第

十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項

」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
五
条
の
二
の

五
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
五



条
の
二
の
五
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中

「
第
十
五
条
の
二
の
四
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
定
期
検
査 

 

第
八
条
第
二
十
七
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
受
理
」
を
「
受
付
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中

「
第
十
二
条
の
三
第
六
項
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中

「
第
十
二
条
の
二
第
十
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
二
条
の
二
第
九
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
二
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
第
十
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
二
条
第
九
項
」
を
「
第
十
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
場
外
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
の
受

付 

 

第
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
災
害
時
に
お
け
る
事
業
場
外
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
の
保
管
の
届
出
の
受
付 

 

第
八
条
第
二
十
七
号

中
「
第
十
二
条
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
十
二
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
場
外
の
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
の
受
付 

 

第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
非
常
災
害
時
に
お
け
る
事
業
場
外
の
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届

出
の
受
付 

 

第
八
条
第
二
十
七
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
第
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「
第
九
条

の
三
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「
第
九
条
の

三
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「
第
九
条
の
三

第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
九
条
の
三
第
九
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第

十
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
九
条
の
三
第
八
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
九
項

」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
九
条
の
三
第
八
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
九
項
」
に

改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
九
条
の
三
第
七
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
八
項
」
に
改
め
、

同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 

第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
廃
止
の
確
認 

 

第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
熱
回
収
施
設
設
置
者
の
認
定 

 

第
九
条
の
二
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
熱
回
収
施
設
設
置
者
の
認
定
の
取
消
し 

 

第
八
条
第
二
十
七
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
㈩
を

と
し
、
㈨
を

と
し
、
㈧

を
㈩
と
し
、
㈦
を
㈨
と
し
、
㈥
を
㈧
と
し
、
㈤
を
㈦
と
し
、
㈣
を
㈤
と
し
、
㈤
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 



㈥ 

第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
定
期
検
査 

 
第
八
条
第
二
十
七
号
中
㈢
を
㈣
と
し
、
㈡
を
㈢
と
し
、
㈠
を
㈡
と
し
、
㈡
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈠ 
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
の
受
付 

 

第
八
条
第
二
十
八
号
㈣
を
同
号
㈥
と
し
、
同
号
㈢
中
「
受
理
」
を
「
受
付
」
に
改
め
、
同
号
㈢
を
同
号
㈤

と
し
、
同
号
㈡
中
「
受
理
」
を
「
受
付
」
に
改
め
、
同
号
中
㈡
を
㈣
と
し
、
㈠
を
㈢
と
し
、
㈢
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

㈠ 

第
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
に
係
る
休
廃
止
等
の
届
出
の
受
付 

㈡ 

第
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
に
係
る

休
廃
止
等
の
届
出
の
受
付 

 

第
八
条
第
二
十
九
号
㈡
中
「
第
十
二
条
の
七
の
七
第
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
七
の
十
七
第
五
項
」
に
改

め
、
同
号
中
㈡
を
㈦
と
し
、
㈦
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈧ 

第
十
二
条
の
十
一
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
の
五
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物

処
理
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
関
す
る
報
告
書
の
受
付 

 

第
八
条
第
二
十
九
号
中
㈠
を
㈤
と
し
、
㈤
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈥ 

第
十
二
条
の
五
の
四
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
定
期
検
査
結
果
の
通
知 

 

第
八
条
第
二
十
九
号
㈤
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈠ 

第
四
条
の
四
の
四
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
定
期
検
査
結
果
の
通
知 

㈡ 

第
五
条
の
五
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
関
す
る
報
告
書

の
受
付 

㈢ 

第
八
条
の
二
の
六
の
規
定
に
よ
る
事
業
場
外
の
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
廃
止
の
届
出
の
受
付 

㈣ 

第
八
条
の
十
三
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
の
二
の
六
の
規
定
に
よ
る
事
業
場
外
の
特
別
産

業
廃
棄
物
の
保
管
の
廃
止
の
届
出
の
受
付 

第
八
条
第
三
十
号
㈠
中
「
第
二
条
第
十
八
項
」
を
「
第
二
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
号
中
㈣
を
㈩
と

し
、
㈢
を
㈨
と
し
、
㈡
を
㈤
と
し
、
㈤
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈥ 

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
返
納
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
（
変
更
）
許
可
証
の
受
領 

㈦ 

第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再

交
付 

㈧ 

第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
返
納
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
証
の
受
領 

第
八
条
第
三
十
号
㈠
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

㈡ 

第
二
条
第
二
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
証
の
書
換
え
交
付
及

び
再
交
付 

㈢ 

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
返
納
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
（
変
更
）
許
可
証
の
受
領 

㈣ 

第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
返
納
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
証
の
受
領 

第
八
条
第
三
十
八
号
中
「
第
二
十
七
号

、

、

、

、

、

、

、

、

、

か
ら

ま
で
、

及
び

、
第
二
十
八
号
㈣
」
を
「
第
二
十
七
号

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

か
ら

ま
で
、

及
び

、
第
二
十
八
号
㈥
」
に
改
め
る
。 



第
九
条
第
七
十
二
号
㈠
中
「
㈡
か
ら
㈩
ま
で
」
を
「
㈢
か
ら
㈩
ま
で
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
た
だ
し
書
中
「
、
第
五
号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
集
落
法
人
育
成
加
速
化
支
援
事
業
実

施
要
領
」
を
「
集
落
法
人
設
立
加
速
化
支
援
事
業
実
施
要
領
」
に
改
め
、
「
集
落
法
人
経
営
確
立
計
画
及
び

」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三 

削
除 

第
十
三
条
第
四
号
中
「
担
い
手
経
営
基
盤
強
化
事
業
実
施
要
領
」
を
「
担
い
手
経
営
強
化
モ
デ
ル
事
業
実

施
要
領
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五
の
二 

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一

年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
主
た
る
事
務
所
並

び
に
事
業
場
及
び
店
舗
が
二
以
上
の
農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域
に
わ
た
る
米
穀
事
業
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。
） 

㈠ 

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告 

㈡ 

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令 

㈢ 

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査 

第
十
三
条
第
七
号
㈠
⑴
及
び
⑵
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

集
落
法
人
設
立
加
速
化
支
援
事
業
費
補
助
金 

⑵ 

担
い
手
経
営
強
化
モ
デ
ル
事
業
費
補
助
金 

第
十
三
条
第
七
号
㈠
中
⑶
を
削
り
、
⑷
を
⑶
と
し
、
⑸
を
削
り
、
⑹
を
⑷
と
し
、
⑺
を
⑸
と
し
、
⑻
を
⑹

と
し
、
⑼
を
⑺
と
し
、
⑽
を
削
り
、
⑾
を
⑻
と
し
、
⑿
を
⑼
と
し
、
⑼
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑽ 

Ｇ
Ａ
Ｐ
シ
ス
テ
ム
導
入
支
援
事
業
費
補
助
金 

⑾ 

環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
支
援
事
業
費
補
助
金 

第
十
三
条
第
六
十
七
号
㈢
⒄
を
同
号
㈢
⒅
と
し
、
同
号
㈢
⒃
中
「
請
負
人
」
を
「
受
注
者
」
に
改
め
、
同

号
㈢
中
⒃
を
⒄
と
し
、
⒂
を
⒃
と
し
、
⒁
を
⒂
と
し
、
⒀
を
⒁
と
し
、
⑿
を
⒀
と
し
、
⑾
を
⑿
と
し
、
⑽
を

⑾
と
し
、
⑼
を
⑽
と
し
、
⑻
を
⑼
と
し
、
⑺
を
⑻
と
し
、
⑹
を
⑺
と
し
、
⑸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

⑹ 

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
負
代
金
変
更
額
又
は
損
害
賠
償
額
の
決
定 

第
十
三
条
第
六
十
九
号
中
「
第
十
号
㈢
」
を
「
第
五
号
㈡
、
第
五
号
の
二
㈡
、
第
十
号
㈢
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
十
四
号
を
削
り
、
同
条
第
十
五
号
㈠
中
「
補
助
金
等
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
広

島
牛
生
産
基
盤
強
化
支
援
事
業
費
補
助
金
」
に
改
め
、
⑴
及
び
⑵
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、

同
条
中
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
す
る
。 

第
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
第
七
十
八
号
㈦
」
を
「
第
七
十
二
号
㈡
、
第
七
十
八
号
㈦
」
に
改
め
、
同
条
第

四
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
命
令 

第
十
六
条
第
三
十
八
号
中
「
確
定
」
の
下
に
「
（
美
能
漁
港
、
畑
漁
港
、
深
江
漁
港
及
び
柿
浦
漁
港
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
十
九
号
中
「
確
定
」
の
下
に
「
（
大
柿
港
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
」
を
加
え
、
同
条
第
七
十
七
号
㈢
⒄
を
同
号
㈢
⒅
と
し
、
同
号
㈢
⒃
中
「
請
負
人
」
を
「
受
注
者
」
に
改



め
、
同
号
㈢
中
⒃
を
⒄
と
し
、
⒂
を
⒃
と
し
、
⒁
を
⒂
と
し
、
⒀
を
⒁
と
し
、
⑿
を
⒀
と
し
、
⑾
を
⑿
と
し
、

⑽
を
⑾
と
し
、
⑼
を
⑽
と
し
、
⑻
を
⑼
と
し
、
⑺
を
⑻
と
し
、
⑹
を
⑺
と
し
、
⑸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 
 

⑹ 
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
負
代
金
変
更
額
又
は
損
害
賠
償
額
の
決
定 

第
十
六
条
第
百
七
号
中
「

か
ら

ま
で
及
び

」
を
「

、

か
ら

ま
で
及
び

」
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
第
十
一
号
の
七
を
削
り
、
同
条
第
二
十
三
号
㈢
⒄
を
同
号
㈢
⒅
と
し
、
同
号
㈢
⒃
中
「
請
負
人

」
を
「
受
注
者
」
に
改
め
、
同
号
㈢
中
⒃
を
⒄
と
し
、
⒂
を
⒃
と
し
、
⒁
を
⒂
と
し
、
⒀
を
⒁
と
し
、
⑿
を

⒀
と
し
、
⑾
を
⑿
と
し
、
⑽
を
⑾
と
し
、
⑼
を
⑽
と
し
、
⑻
を
⑼
と
し
、
⑺
を
⑻
と
し
、
⑹
を
⑺
と
し
、
⑸

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

⑹ 

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
負
代
金
変
更
額
又
は
損
害
賠
償
額
の
決
定 

第
二
十
二
条
第
六
号
㈢
⒄
を
同
号
㈢
⒅
と
し
、
同
号
㈢
⒃
中
「
請
負
人
」
を
「
受
注
者
」
に
改
め
、
同
号

㈢
中
⒃
を
⒄
と
し
、
⒂
を
⒃
と
し
、
⒁
を
⒂
と
し
、
⒀
を
⒁
と
し
、
⑿
を
⒀
と
し
、
⑾
を
⑿
と
し
、
⑽
を
⑾

と
し
、
⑼
を
⑽
と
し
、
⑻
を
⑼
と
し
、
⑺
を
⑻
と
し
、
⑹
を
⑺
と
し
、
⑸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

⑹ 

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
負
代
金
変
更
額
又
は
損
害
賠
償
額
の
決
定 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


